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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき，電気床暖房工業会

（JEF）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきと

の申出があり，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本工業規格である。これに

よって，JIS C 3651:2004 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 

 

 



 

 

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

日本工業規格          JIS 
 C 3651：2014 
 

ヒーティング施設の施工方法 

Installation methods of heating facilities  

 
序文 

この規格は，1985 年に制定され，その後 4 回の改正を経て今日に至っている。前回の改正は 2004 年に

行われたが，その後の新しい材料の開発及び需要の変化に対応するために改正した。 

なお，対応国際規格は現時点で制定されていない。 

 

1 適用範囲 

この規格は，一般の場所 1)において，道路，駐車場，造営物の造営材，パイプラインなどの工作物の内

部若しくは表面，又は地中，地表，空中若しくは水中に固定して，その発熱を利用する施設など（以下，

ヒーティング施設という。）に使用する，使用電圧が交流 600 V 以下の発熱線，発熱シート，発熱ボード及

び接続用電線，並びにその施工方法について規定する。ただし，発熱線，発熱シート，発熱ボード及び接

続用電線を機械器具の構成要素の一つとして使用する場合には適用しない。 

注 1) 一般の場所とは，次に該当する場所以外の場所をいう。 

a) 可燃性ガス又は引火点 40 ℃以下の引火性液体の蒸気が空気中に存在して，危険な濃度とな

る場所，又はそのおそれがある場所。 

b) 爆燃性粉じん，導電性粉じん，可燃性粉じん又は易燃性繊維が存在するために，電気設備が

点火源となって爆発又は火災を生じるおそれがある場所。 

c) セルロイド，マッチ，石油類その他の燃えやすい危険な物質を，製造又は貯蔵する場所。 

d) 火薬類取締法（昭和 25 年法律第 149 号）の適用を受ける火薬庫，火薬類製造所又は火薬類取

扱所。 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS C 3005 ゴム・プラスチック絶縁電線試験方法 

JIS C 3102 電気用軟銅線 

JIS C 3152 すずめっき軟銅線 

JIS G 3132 鋼管用熱間圧延炭素鋼鋼帯 

JIS G 3141 冷間圧延鋼板及び鋼帯 

JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管 

JIS G 4304 熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯 

JIS G 4305 冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯 


